
■別紙 本事業の対象となる事業者 

 

１ 区内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること 

（１）会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 2 条第 1号に定める会社 

（２）会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17 年法律第 87号）第 3 条第 2 号に定

める特例有限会社 

（３）一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18年法律第 48 号）第 22 条若しくは第 163 条

の規定により成立した法人等（①～⑩を含む） 

① 弁護士法（昭和 24 年法律第 205 号）第 30条の 2 第 1 項で定める「弁護士法人」に該当する

もの 

② 公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 34 条の 2の 2 第 1項で定める「監査法人」に該

当するもの 

③ 税理士法（昭和 26 年法律第 237 号）第 48条の２で定める「税理士法人」に該当するもの 

④ 行政書士法（昭和 26 年法律第 4号）第 13条の 3 で定める「行政書士法人」に該当するもの 

⑤ 司法書士法（昭和 25 年法律第 197 号）第 26条で定める「司法書士法人」に該当するもの 

⑥ 弁理士法（昭和 12 年法律第 49 号）第 37 条第 1 項で定める「弁理士法人」に該当するもの 

⑦ 社会保険労務士法（昭和 43 年法律第 89号）第 25 条の 6で定める「社会保険労務士法人」に

該当するもの 

⑧ 土地家屋調査士法（昭和 25 年法律第 228 号）第 26 条で定める「土地家屋調査士法人」に該

当するもの 

⑨ 医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法（昭和 40年法律第 34 号）別表第 2 の「公

益法人等」に該当するもの 

⑩ 法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）別表第 3の「協同組合等」に該当するもの 

（４）法人税法別表第 2の「公益法人等」に該当するもののうち、法人税法その他法人税に関する法令

の規定の適用について公益法人等とみなされる、特定非営利活動促進法(平成 10年法律第 7号)第 2

条第 2項で定める特定非営利活動法人 

ただし、特定非営利活動法人のうち、次のアからウのいずれかを満たすものは除きます。 

ア 同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主目的とするもの 

イ 特定団体の構成員または特定職域者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの 

ウ 後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの 

（５）労働者協同組合法（令和２年法律第 78 号）に定める労働者協同組合（ただし、法人税法別表第

2 の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表第 3の「協同組合等」に該当するものを除く。） 

 

２ 企業等の形態を満たしていること 

 

３ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱（平成 31 年 3 月 19 日付 30 総行革監第 91 号）に

規定する東京都政策連携団体、事業協力団体または東京都が設立した法人でないこと 

 

 

 



４ 個人事業主の場合は区内に事業所地があり税務署へ開業届を提出していること 

 

５ 中小企業等の場合は区内に本店登記、または支店の事業所があること 

 

６ 区内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、区内の事業所で実質的に事業活動を行っている

こと 

実質的に事業活動を行っているとは、単に建物があることだけではなく、客観的に見て事業活動が

行われていることを指します。申請書、ホームページ、看板や表札、電話等連絡時の状況、営業実態

や従業員の雇用状況等から総合的に判断します。 

 

７ 申請日の前日から起算して過去 5 年間に重大な法令違反等がないこと 

違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察官に送致された

場合などの法令違反等があった企業等は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから

5 年が経過している必要があります。 

◆重大な法令違反とは次のことを指します。 

（１）刑事罰、営業停止処分を受けた場合 

（２）労働基準監督署により検察官に送致された場合 

（３）消費者庁の措置命令があった場合 

（４）上記各号と同等以上の法令違反であると判断される場合 

 

８ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第 2 条第 1 項に

規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第 13 項に規定する接客業務

受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと 

 

９ 暴力団員等（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号）第 2条第 3 号に規定する暴

力団員および同条第 4号に規定する暴力団関係者をいう。）、暴力団（同条第 2 号に規定する暴力団

をいう。）および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が

暴力団員等に該当する者でないこと 

 

10 常時雇用する従業員に関する定義 

    常時雇用する従業員とは次の①～③を指し、登録型派遣労働者は除きます。 

① 期間の定めなく雇用されている労働者 

② 有期雇用の場合、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または採用

の時から 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる（＊）労働者 

③ 日々雇用契約更新される従業員でも、過去 1 年を超える期間について引き続き雇用されてい

る労働者または採用の時から 1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(＊)労働者 

＊ 「見込まれる」とは、労働契約書等により 1 年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結さ

れていることを指します。  


